
令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
四
月
十
二
日
開
催
の
総
会
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

千
葉
県
船
橋
市
西
船
二
丁
目
二
〇
番
八
棟
四
〇
一
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
船
橋
行
田
子
育
て
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
・
ジ
ャ
ン
グ
ル
ク
ラ
ブ

清
算
人

樋
口

澄
則

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

千
葉
県
柏
市
北
柏
四
丁
目
五
番
地
一
一

Ｌ
Ｐ
ラ
イ
フ
合
同
会
社

清
算
人

大
熊

健

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
二
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
須
田
町
一
丁
目
七
番
八
号

合
同
会
社
ぷ
り
ん
わ
ー
く
す

清
算
人

菊
地

空

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
江
戸
川
区
一
之
江
四
丁
目
一
一
番
五
号

株
式
会
社
秀
和
シ
テ
ィ
ハ
ウ
ス

代
表
清
算
人

高
木

秀
隆

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い

た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
港
区
南
麻
布
五
丁
目
四
番
二
号

株
式
会
社
セ
ン
ト
ロ

代
表
清
算
人

長
坂

英
樹

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七

一
二
〇
九

号
株
式
会
社
赤
坂
国
際
会
計
内難

波
黒
門
合
同
会
社

清
算
人

林

令
史

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七

一
二
〇
九

号
株
式
会
社
赤
坂
国
際
会
計
内

滋
賀
湖
南
特
定
目
的
会
社

代
表
清
算
人

林

令
史

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七

一
二
〇
九

号
株
式
会
社
赤
坂
国
際
会
計
内

福
岡
久
山
特
定
目
的
会
社

代
表
清
算
人

林

令
史

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
文
京
区
千
石
四
丁
目
一
四
番
九
号

Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｎ
ａ
Ｂ
ｌ
ｕ
ｅ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

卞

雨

花

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
一
九

一
五
宮
益
坂

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
六
〇
九

合
同
会
社
Ｍ
Ｏ
Ａ

清
算
人

橋
本

萌
那

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い

た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
一
〇
番
八
号
渋
谷

道
玄
坂
東
急
ビ
ル
二
Ｆ

Ｃ

株
式
会
社
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ワ
ン

代
表
清
算
人

三
宅
川

登

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
臨
時
株
主

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二

二
四

一
二
渋
谷
ス
ク

ラ
ン
ブ
ル
ス
ク
エ
ア
三
九
階

株
式
会
社
Ｂ
Ｈ
Ｓ
Ｎ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

代
表
清
算
人

朴

貞
美

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
二
号

イ
ー
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

仲
田
真
紀
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
六
丁
目
六
番
一
号

株
式
会
社
ト
イ
・
プ
ラ
チ
ナ
ム

代
表
清
算
人

平
林

実
人

解
散
公
告

当
社
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
六
月
十

五
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
税
理
士
法
人
内

銀
座
歌
舞
伎
特
定
目
的
会
社

代
表
清
算
人

髙
橋

通
彰

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

千
葉
県
柏
市
塚
崎
三
丁
目
三
番
一
八

株
式
会
社
Ｒ
Ｅ
Ｉ
・
Ｔ
Ｅ
Ｃ

代
表
清
算
人

橋
本

映
子
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